
第６号様式

随意契約について

公表年月日 令和８年６月１日

担 当 課 建設総務課

契約業者名・住所 株式会社パスコ 千葉支店 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目７番地１

工事等の名称 松戸市道路管理等システム運用保守業務委託

工事等の場所 松戸市根本３８７番地の５ 松戸市役所

種 別 委託

工事等期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日

契約金額 ２，６６２，０００円

工事等の概要 松戸市で稼働している道路管理等システムを適切な状態に保ち、円滑な運用を維持することを目的とする。

随意契約の理由 現在、道路管理等システムにて、道路台帳平面図等のデータを、業務の効率化と窓口サービスの向上を目的

とし、管理・運用しています。それに加えて道路占用・苦情管理など業務と課を越えて様々なシステムを運

用しております。

本システムは、株式会社パスコの既存ＧＩＳパッケージを基にカスタマイズを重ねており、令和元年度本市

の業務に即して仕上げられています。

そのため、道路管理等システムの保守については、専門業者による障害時の即時修復等、年間を通して円滑

な運用環境が保持されることが必要であり、委託先としては、システムの製造元で本市の業務に即したカス

タマイズも手掛け、システムの内容及び格納データの内容諸元を熟知していることが必要です。

よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により株式会社パスコ千葉支店と随意契約とするも

のです。

また松戸市財務規則第１３８条第１項第１号の規定を適用し、１社のみから見積書を徴するものです。




